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                                平成２７年 ６月２４日 

                                株式会社ネットワークス 

 

外国年金管理（ケニア特許） 

 

 

ケニア特許法の現在の法律は、2002 年 5 月 1 日に施行された特許、集積回路の配列設計、 

植物品種及び工業意匠に関する法律が適用されています。 

 (2007 年法律 No.7 により改正の 2001 年法律 No.3(Ch. 509)) 

・1994 年 6 月 8 日に特許協力条約（PCT）に加盟しています。 

 

 

この説明書は PCT 経由のケニア特許の年金管理について、説明したものです。 

PCT 経由ケニア特許の年金に関する規定は以下のとおりです。 

 

１．年金の設定は「国内移行」手続きで行われます。 

  初回期限は移行日の後の国際出願日の応当日となり、これが第１年分の年金期限となります。 

 

 

ＫＥＭＰＯＳ上では以下のように扱います。 

 

１．国内移行時に以下の設定を行います。 

 ・年金起算日に、移行日の後の国際出願日の応当日をセットします。 

 ・納付年は「0」のままです。 

 ・年金期限に移行日の後の国際出願日の応当日をセットします。 
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１． ＰＣＴ経由ケニア特許の出願種別の設定は以下のとおりです。 

・存続期間は出願(遡及)から２０年です。 

 ・年金期限の起算日は移行日です。年金起算区分に「KE_WO 型」をセットします。 

  移行日の後の国際出願日の応当日が初回年金（第１年度分）の納付期限となります。 

 ・初回の年金は 0 年です。移行時に第１年度分の年金期限をセットします。 

 ・２回目以降は、各年度の国際出願日に応当する日までに次年度分の年金を納付します。 
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 ２．国内移行の入力 

 

 ・国内移行は「国内移行（年規）」を使用します。 

 

・国内移行の入力で、納付年数の入力はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・移行日の後の国際出願日の応当日が年金起算日に設定されます。 
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・国内移行入力後の出願台帳の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年には「0」がセットされています。 

 ・年金起算日には移行日(2015/03/03)の後の国際出願日の応当日（2015/05/09）がセット 

されています。 

 ・年金期限には年金起算日から 0 年後の日付（2015/05/09）がセットされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


